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【証紙廃止のスケジュール】
証紙の販売 終了しました

証紙の利用期限 終了しました

未使用証紙の還付期限 令和10年12月末日まで
【今後の申請方法】
電子申請できる場合 ⇒ 電子申請 ＋ ペイジー又はクレジットカードによる手数料納付

電子申請できない場合 ⇒ 窓口申請 ＋ クレジットカード等による手数料納付

【電子申請・届出サービスの利用について】
• 電子申請・届出サービスは、申請・届出時に来庁や郵送が不要で便利です。
• 液化石油ガス法に係るすべての申請・届出について、電子申請による受付を行っています。
ぜひご利用ください。

1.埼玉県収入証紙の廃止のお知らせ
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 手数料納付で使用していた埼玉県収入証紙が廃止されました。
 電子申請・届出サービスによる手続を整備し、申請の受付を開始

しました。



2.電子申請・届出サービスの利用方法
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手順１
申請書類の準備
（申請時に提出する電子データの作成）

手順２
電子申請・届出サービスによる手続の申込
※ 手数料を伴わない届出等の場合はここまで

手順３
手数料の納付（「受理通知メール」の受信後～納付期限の間に納付）
Pay-easy（ペイジー）（金融機関のＡＴＭ又はインターネットバンキング）
クレジットカード

手数料を伴う電子申請の手順は３段階
（手数料を伴わない届出等は、手順２までの２段階）
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手順１－１ 申請書類のＰＤＦファイルを作成
 電子申請・届出サービスでは、申請（届出）書をＰＤＦファイル形式でアップロード（添付）します。
 申請書類等を作成後、あらかじめＰＤＦファイルに変換してください。
 登記事項証明書や住民票等の証明書、手書きで作成した書類は、スキャンしてＰＤＦファイルに変換

してください。

手順１－２ 作成したＰＤＦファイルをまとめてＺＩＰファイルに変換※

 手順２で申請書類を添付する際に、可能な限りＺＩＰファイルにまとめて提出することをお願いして

いますので、あらかじめすべてのファイルをまとめてＺＩＰファイルに変換してください。
※ ＺＩＰファイルへの変換が困難な場合は、この手順を省略しても差し支えありません。

手順１ 申請書類の準備 （全申請・届出共通）
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手順２－１ 電子申請・届出サービスにアクセス
県ＨＰの「液化石油ガス法関係様式一覧」※のページで、対象の手続き欄の「電子申請」を
クリックします。
（手順１の様式をダウンロードした一覧の右列にあります。）

※ この資料では「保安機関認定更新申請」を例として説明します。

表示例
（HP抜粋）

対象の手続きを
クリック

電子申請・届出サービスにアクセスする （全申請・届出共通）

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込



手順２－３ 利用者ＩＤ※の有無を選択
どちらを選択しても手続可能です。

利用者ＩＤがない場合
利用者ＩＤがある場合

6

手順２－２ 手続き名を確認する

※ 利用者ＩＤとは
登録した情報は、各手続きで利用できるため、
毎回の手続き時の入力を省略できます。
繰り返し本サービスをご利用される場合は、
利用者情報を登録すると便利です。

次のページに
進みます

ログインをクリックして、
次のページに進みます

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

（全申請・届出共通）手続きの内容を確認する
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手順２－４ 手続き名と説明の確認
申請しようとする手続名に間違いがないか
（新規、更新、変更の別など）や、説明の
内容を確認します。

手引掲載
ページ

（全申請・届出共通）

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

手順２－５ 利用規約の同意
利用規約を確認し、同意できれば
「同意」をクリックします。

手続きの内容を確認する
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手順２－６ メールアドレスの入力
• メールアドレスを入力後、「完了する」をク

リックします。
• その後、入力したメールアドレスに電子申請・
届出システムからメールが自動送信されます。
メールに記載されているリンクをクリックして、

手続きを進めてください。

【備考】
登録済みの利用者ＩＤを利用して申請する場合、
手順２－６は省略されます。

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

連絡先電子メールアドレスを入力する （全申請・届出共通）



手順２－７ 手続き担当者の情報を入力
申請書類の補正が必要な場合に、「担当者情報」に
記載の担当者あてに連絡します。

9

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

（全申請・届出共通）手続き担当者の情報を入力する



００００ＲＡ

手順２－８ 申請者の情報を入力
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「氏名又は名称」の欄の入力内容
個人事業主の場合:個人の氏名
法人の場合 :法人名（例 株式会社○○）

【注意】屋号や販売所名ではありません。

保安機関認定番号の欄の入力内容
11Aの後に続く4ケタの数字と2ケタの英字

例:１１A００００ＲＡ
【注意】必ず保安機関認定書を見ながら、

間違いのないように入力してください。

（例:保安機関の認定更新申請）

手順２－９ 申請・届出書類一式を添付
「添付ファイル」をクリックし、あらかじめ準備した
申請書類の電子データを添付します。（次ページ参照）

申請者（事業者）情報を入力する
手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込



手順２－９ 申請・届出書類一式※の添付
※ 申請書・届書の表紙だけでなく、手続の手引で定めている

添付資料も含みます。

（１）「ファイルの選択」をクリックして、添付するファイル
を選択する。（１操作につき１ファイルしか選択できません。）

（２）「添付する」をクリックして、選択したファイルを添付する。
（３）添付するファイルが複数ある場合は、（１）と（２）の

操作を繰り返す。
（４）ファイルの添付完了後、「入力へ戻る」をクリックして

申請・届出入力画面に戻る。
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ファイル添付前

ファイル添付後

添付書類がすべて揃って
いるか再度確認
（左の画面は一例）

申請書類等一式を添付する （全申請・届出共通）

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

【備考】
• 可能な限りＺＩＰファイルにまとめて添付してください。
• 登記事項証明書、住民票等は、原本をスキャンしたデータを
添付してください。

• 添付ファイルのサイズ制限は20MB（充てん設備及び貯蔵施
設等の申請にあっては50MB）です。制限を超える場合は、
事前に御相談ください。



手順２－１０ 納付情報の入力
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「納付方法」の欄は「電子納付」を選択
誤って「この選択肢は選ばないでください」を選択した
場合は、再度「電子納付」を選択。

納付額の欄は自動計算（入力不要）
 手続の手引を参照して、手数料の算定額に誤りがな

いか確認する。

「認定保安業務区分数」の欄を入力
 前回認定を受けた保安業務の区分の数を入力する
（手持ちの認定書を参照して誤りがないか確認）。

 この欄の区分数に応じて手数料を自動算定す
るため、入力後、誤りがないか再確認する。

 認定更新申請では新たな保安業務区分の追加はでき
ません。

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

全ての項目を入力後、間違いがなければ
「確認へ進む」をクリックします。

（例:保安機関の認定更新申請）手数料の算定に必要な事項を入力する



 入力内容に不足等がある場合、下の画面のようにエラーメッセージ（ マークの付いた
黄色のマーカー部分）が表示されます。

 エラーメッセージに従って入力内容を修正してください。
 修正完了後、画面一番下の「確認へ進む」をクリックしてください。
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「エラーメッセージ」が表示された場合 （例:保安機関の認定更新申請）

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込
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手順２－１１ 申請内容の最終確認
• 申請前の最終確認です。申請者情報や認定保

安業務区分数に誤りがないか、もう一度確認
をお願いします。

• 申請内容に間違いなければ、画面一番下の
「申込む」をクリックします。

• 入力内容に誤りがある場合は、「入力へ戻
る」をクリックして、入力内容を修正してく
ださい。

sai.taroh.xx@saitma.xx.jp

11A00XXRA

【注意】
 納付情報の欄に手数料の「納付額」が表示
されていますが、この時点ではまだ支払う
ことはできません。

 支払いが可能となるのは、県からの「受理
通知メール」を受信してからです。

（例:保安機関の認定更新申請）

手順２ 電子申請・届出サービスによる手続の申込

入力内容を確認する



 「申込完了」と表示されれば、申請に係る電子
申請・届出サービスでの操作は完了です。

 同時に、県から「申込完了通知メール」（次ペー
ジ参照）が自動送信されます。

 整理番号及びパスワード※は、申込内容の照会
（手数料の支払いに必要な情報の確認）で使用し
ますので、紛失しないよう御注意ください。
※「申込完了通知メール」にも記載されています。

【注意】
整理番号及びパスワードを紛失等した場合は、御相談
ください。
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「整理番号」と「パスワード」
手順２ 電子申請・届出サービスによる申請手続

手順２－１２ 「整理番号」と「パスワード」をメモする

（全申請・届出共通）



手順２－１３ 県から自動送信された「申込完了通知メール」の内容を確認
申込完了通知メールは、申込完了後に自動的に送信されます。
半日程度待っても受信できない場合は、化学保安課 液化石油ガス担当にお問い合わせください。

【電子申請・届出サービスの利用者ＩＤを登録されている場合の注意点 】
利用者ＩＤで登録しているメールアドレスあてに送信されますので、御承知おきください。
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（手数料を伴う申請等のみ）

《申込完了通知メールの例》

受信した「申込完了通知メール」の内容を確認する
手順２ 電子申請・届出サービスによる申請手続



https://s-kantan.jp/pref-saitama-
u/inquiry/inquiry_initDisplay.action

手順２－１４ 県から自動送信された
「受理通知メール」の内容を確認

 県で申請に必須事項の記載有無等を確認し、申請を
受理した時は、「受理通知メール」を申請者に送信
します。

 メール記載内容を確認の上、手数料の納付を行って
ください。
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《受理通知メール》

申請の受理
 受理年月日と文書番号は、行政への申請等の記
録の確認の際に必要です。申請書等の控えへの
転記等により記録して、保存してください。

手数料の納付期限
 納付期限までに手数料の納付がない場合、当該

申請は自動的に失効します。
 余裕をもって納付をお願いします。

手数料納付の手順
 詳しくは次ページ以降を御覧ください。

次ページへ

（手数料を伴う申請）受信した「受理通知メール」の内容を確認する
手順２ 電子申請・届出サービスによる申請手続
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手数料の納付方法を選択する
手順３ 手数料の納付

手数料の納付には、次の２つの方法があります。
いずれの方法でも、県に納付する金額は同じです。

 Pay-easy（ペイジー）
• 金融機関のＡＴＭ又はインターネットバンキングで必要事項を入力し、
手数料を払い込む方法です。

 クレジットカード
• お手持ちのクレジットカードを利用して手数料を払い込む方法です。

（手数料を伴う申請）

以降のページでは、ペイジーによる納付方法のうち、
金融機関のＡＴＭを利用した払込方法について説明します。

※ 金融機関への手数料は原則、発生しません。
ただし、ペイジーで支払う場合で、なおかつATMにより休日・夜間に支払いをする場合は、
金融機関によってATMの時間外手数料がかかる場合があります。



手順３－１ 電子申請・届出サービスの
「申込内容照会」にアクセス

• 手順２－１４で受信した「受理通知メール」を確認
し、記載されているＵＲＬをクリックし、申込内容
照会に移動します。

• 右の画面で「申込完了通知メール」に記載された
「整理番号」と「パスワード」を入力し、照会する
をクリックします。
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手順３－２ 納付情報の確認

• 表示された手続きの内容に誤りがないことを確認し
てください。

• 誤りがなければ、「収納機関番号」「納付番号」
「確認番号」「納付区分」「納付額」をメモ（又は
この画面を印刷）します。

※ これらは、ATM又はインターネットバンキングでの入力
時に使用します。

※ 手続きの内容に誤りが判明した場合は、化学保安課に
御相談ください。

手数料の納付に必要な情報を確認する
手順３ 手数料の納付

13xxx4

（液化石油ガス法）保安機関の認定更新申請

¥48500

（手数料を伴う申請）



手順３－３ 金融機関のＡＴＭで
「税金・料金払込（Pay-easy）」
を選択
※ 利用する金融機関によって若干操作画面が異なります。

20（備考）資料は「日本マルチペイメントネットワーク推進協議会・日本マルチペイメントネットワーク運営機構」の「ペイジーの使い方」より引用。

（次ページに続く）

このマークが目印

手順３－４ 収納機関番号※を入力
※ 電子申請・届出サービスの申込内容照会
（手順３－２）でメモ（又は印刷）した番号

手数料を納付する（１）（金融機関のATM利用の場合）
手順３ 手数料の納付

収納機関番号を入力し最後に確認 を押してください

収納機関番号

（イメージ）

確認

１ ２ ３
４ ５ ６
７ ８ ９

０

（手数料を伴う申請）



手順３－５ 納付番号、確認番号、
納付区分※を順次入力
※ 電子申請・届出サービスの申込内容照会
（手順３－２）でメモ（又は印刷）した番号です。
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手順３－６ 払込内容の確認と払込
間違いがなければ「確認」を押した後、現金又は
キャッシュカードで必要な金額を払い込みます。
【備考】払い込んだことについて県へ報告する必要はありません。

（県にはPay-easy等のシステムから自動で通知されるため）

払込後、１５～３０分程度で「収納通知メール」が
申請者あてに自動送信されます。
【注意】時間をおいても収納通知メールを受信できない場合は、

化学保安課にお問い合わせください。

手数料を納付する（２）（金融機関のATM利用の場合）
手順３ 手数料の納付

納付番号、確認番号、納付区分 を入力し
最後に確認 を押してください
－（ハイフン）がある場合は、数字のみ入力してください

納付番号

１ ２ ３
４ ５ ６
７ ８ ９

０ （イメージ）

確認

確認番号
納付区分

払込内容 をお確かめのうえ確認 を押してください

（イメージ）

確認

払込先 サイタマケン
納付番号 １０４８２・・・８３７
お名前
払込内容 ﾎｱﾝｷｶﾝﾆﾝﾃｲｺｳｼﾝﾃｽｳﾘﾖｳ
払込金額 ４８，５００円
手数料 ０円

（手数料を伴う申請）



手順３－７ 納付状況の確認
手数料の納付後、電子申請・届出サービスの
「申込内容照会」※１で、納付日等の納付情報
が表示されていることを確認してください※２。

※１ 操作方法は手順３－１を参照。
※２ 納付したにもかかわらず、「支払済」と

表示されていない場合は、化学保安課に御相談
ください。
（支払から反映まで１５～３０分程度要します）
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 以上で、電子申請の手続きはすべて完了
です。

 なお、申請書類等に不備等がある場合、
県から補正の連絡をしますので、速やか
に補正対応をお願いします。

 審査の結果、認定（許可）となった場合
は、これまでと同様に認定書等を郵送し
ます。

電子申請による申請手続完了

手数料が納付されていることを確認する
手順３ 手数料の納付

¥48500

¥48500

支払済

2023年〇月〇日

13xxx4

（手数料を伴う申請）
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電子申請・届出サービスに関する操作マニュアル、よくある質問、問い合わせ先は、
県ＨＰの「電子申請・届出サービス」に掲載しています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/emado/index.html

検索 埼玉県 電子申請

（抜粋）

（電子申請・届出サービスの操作に関する質問に限る）

3.電子申請・届出サービスに関する問い合わせ
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【お問い合わせ先】
埼玉県危機管理防災部化学保安課液化石油ガス担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話:048-830-8439

FAX:048-830-8444

E-mail:a2970-03@pref.saitama.lg.jp
↑ エル ジー


